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平戎17辛7月 三g ヨ  

都道府県労働局労働基準部長 殿  

厚生労働省労働基準局  

監   督  課   

安全面主部化学物質対策課長  

石綿ばく露防止対策の推進に当たっての留意すべき事項について   

標記の石綿ばく露防止対策の推進については、平成17年7月28日付け墓発案0728008号  

「石綿ばく露防止対策の推進について」（以下「局長通達」という。）をもって指示され  

たところであるが、これが具体的な実施に当たっては、下記に留意の上、遺憾なきを期  

されたい。  

記  

1 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る石綿ばく露防止対策につい   

て  

（1）計画届又は作業届の審査等（局長通達記の第2の2関係）   

ア 計画届に係る実地調査  

作業届の台帳の整備  
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偏別芹享等の対象事業募の選 
産出のあった作業扁については、言に活用するため．  

享蓑湯名．．夏至時の轄葦の有無▼ 作業旦眉磯子吉 日等を記鼓した台帳を整備するニ  

■  

r2）監督指導及び個別指導（局長通達記の第2の3扁額）   

ア 監督指導  

（ア）重点享頁  

（D 作業現場  

なお、実地調査又は個別指導と重複して実施する必要はないこと。  

② 店社  

（．ウ）措置要領   

① 労働安全衛生関係法令等違反が認められた場合には、所要の措置を講ずるほか、  
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（イ）個別指導の対象   

前記（l）のイに示す対象を中心に技術的、専門的な観点から指導を行うことが必要   

と認められるもの等のうちから、主体的能力を勘案し、個別指導を実施すること。  

なお、前記のアの（ウ）の②及③に係る事項についても、必要な指導を行うこと。  

（3）留意事項  

監督指導、．個別指導及び実地調査の実施に当たっては、次の享項に留意すること。  

付表の作成  ク  

監督指導、個別指導及び実地調査の実施時に別添の「監督指導・個別指導・実地   

調査付表」を作成すること。  

エ その他   

監督指導等を実施するに当たっては、署内の関係する部署間で十分な連携を図る   

こと。  

2 石綿等を製造し、又は取り扱う事業場等における石綿ばく露防止対策について（局長   

通達記の某4関係）   

石綿等を製造し、又は取り扱う事業場に対する監督指導等については、次の享割こ   

留意すること。  

（1）重点享項  
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事業場を重点とすること。  

（り 計画の策定  

次の事項を中心として、平成18年度を初年度とする3か年計画を策定すること。こ   

の計画の策定に当たっては、石綿則が施行された平成17年度の取組みの推進状況等を  

と。  

ア 石綿則の周知  

石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業を行う事業者、発注者及び注文   

者、石綿等が吹き付けられている建築物の損傷等による労働者への石綿ばく露のお   

も留意すること。  

イ 地方公共団俸等への要請等  

局長通達記の第2の1及び4の事項について、毎年度実施するなど積極的な取組   

みを行うこと。  

ウ 監督指導、個別指導及び実地調査  

計画期間中は、  

二＝‾一監督癖  
個別指導及び実地調査の実施について、管内状況を踏まえ   

適切な業務量を確実に確保すること。  

（2） 計画の実施状況の把握及び評価   



その実遠扶況 計画の実務状況については、毒手、を把蔓、、．告辞し．その評膚を行  

った上で次≒童以降の計画の蕪三重を図ること。  

4 行政執行体制の整備について  

（1）関係資料の整備  

石綿による健康障害防止対策の謹造のために、必要な基礎資料として労働量準行政   
ムに 席蓑システ等を活用する等より、石続等を製造し．、又は取り扱う事業場の情報の   

収集、整備を行うこと。  

（2）職員の安全確保及び研魔の実施   

ア 監督指導、個別指導及び実地調査において石綿等の除去作業等の現場に立ち入る  

際には、．職員に配備した保護具を着用させ、石綿等のばく露防止対策を十分に行う  

こと。なお、保護具の使用方法等について研修を実施すること。   

イ 吹き付けられた石綿等の除去作業、保温材等の除去作業については、、事前調査に  

おける分析調査の要否、隔離作業の方法等に係る基本的な実施要領が確立されてい   

ることから、これらについて、別途配布する「建築物わ解停等における石綿粉じん  

へのばく露防止マニュアル」（建設業労働災害防止協会）を号音用して、必要な研修を  

実施すること。  

（3） その他  

監督指導、個別指導及び実地調査の際に作成した別添の付表については、当分の間、   

前年分の写しを局においてとりまとめ、毎年1月宋までに本省化学物質対策課に送付   

すること。  
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作業に罷ろ石宗ばく要防止青票  言語等う二足月されている善葉物等の肇荏等の  

監督指導・侮別指導・実地調査付表  

橿義幸月日  月  ヨl  

是正勧告書交付の有無  （有・無）  安全衛生指導書・指導票交付の有無（有・無）   

特記すべき事項  




